










要約:過疎地域の多い秋田県は、心身障害乳幼児の早期発見から早期療育まで一貫した体

制を確立するため、療育ネットワークシステム事業を実施している。一方、乳幼児健全発

達支援相談指導事業は、県内の市町村では実施されていない。しかしこのネットワークシ

ステムでは、境界児やグレイゾーン児童はほとんど把握されておらず、その対応に苦慮し

ている。

県最南端の K町では、昭和 62年から健康診査の結果、「要経過観察」された子供や、こと

ばの発達を主な問題とするグレイゾーンに属する子供達を対照に、独自の健全発達支援相

談指導活動を実施している。このような活動の実態を明らかにすることで、同じような条

件の町村における発達支援活動のあり方を検討した。


